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、 （ ）＜化学物質の藻類生長阻害試験 ミジンコ急性遊泳阻害試験及び魚類急性毒性試験＞ 案

Ⅰ 適用範囲

ここでは、化学物質の藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験及び魚類急性毒性

試験の標準となるべき方法について規定する。

Ⅱ 定義

この試験法において使用する用語は、次に掲げた定義による。

１ 試験方式

・止水式試験 試験容器中の試験溶液を、暴露期間中、交換しないで行う試験をいう。

・半止水式試験 試験容器中の試験溶液を、ある期間（例えば、 時間）経過ごとにバ24
ッチ式に交換して行う試験をいう。

・流水式試験 試験容器中の試験溶液を、自動的に絶えず交換し、交換した液は排水して

行う試験をいう。

２ エンドポイント

・ ある特定期間内（記載しなければならない）に供試生物の ％を死亡させたとLC 5050

算定される試験溶液中の被験物質濃度をいう。

EC x・ ある特定期間内 記載しなければならない に供試生物の生長 遊泳 繁殖等をx （ ） 、 、

％減少させたと算定される試験溶液中の被験物質濃度をいう。

・ 暴露期間中に、対照区と比較して、被験物質が供試生物の繁殖等に統計的に有LOEC
意な影響（ ＜ ）を与えていると観察される最低の試験濃度をいう。p 0.05

より高濃度な全ての試験濃度区では、 で観察されるのと同等以上の有害LOEC LOEC
な影響が観察されなければならない。これらの条件が満たされない場合は、どのように

して や を選択したかの十分な説明がなされなければならない。LOEC NOEC
・ より一段階下の試験濃度で、対照区と比較したとき、暴露期間中に統計NOEC LOEC

的に有意な影響（ ＜ ）を与えない最高の試験濃度をいう。p 0.05
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Ⅲ 総則

１ 試験実施に当たっての基本的考え方

、 、 （ 「 」 。）藻類 ミジンコ又は魚類を用いた試験は 培地又は試験用水 以下 培地等 という

を通じて供試生物を被験物質に暴露させ、その毒性を明らかにすることを目的とするもの

であり、原則として被験物質を培地等に溶解させて実施するものである。そのため、試験

の実施に当たり、被験物質の試験条件下での培地等への溶解性を確認する必要がある。ま

た、試験溶液中の被験物質を定量するための信頼性のある分析法が必要である。

また、試験は暴露期間中可能な限り一定条件を維持して行われるべきである。例えば、

被験物質の濃度については、暴露期間中、初期濃度（設定濃度又は暴露開始時の実測濃度

をいう。以下同じ ）の少なくとも を維持できることが望ましい。各被験物質ごとの。 80%
、 、 、 、 （ ）、試験条件の検討に当たっては 構造式 純度 水及び光に対する安定性 解離係数 pKa

オクタノール水分配係数（ 、蒸気圧及び微生物等による分解度に関する情報をできPow）
るだけ収集する。被験物質は蒸気圧が大きい場合には暴露期間中に損失することが考えら

れることから、損失の有無の指標となるヘンリー定数を求めておくことが望ましい。ヘン

リー定数は溶解度と蒸気圧から計算により求めることができる。

２ 試験溶液の調製

各濃度の試験溶液の調製は、必要量の被験物質を培地等で直接溶解するか、あるいは、

適切な濃度の被験物質の原液を調製し、原液を培地等で希釈することにより行う。被験物

質の原液は助剤を使用せずに調製することが望ましいが、被験物質を直接水又は培地等に

溶解して原液を調製することが困難な場合には、超音波等の機械的な分散によるか、ある

いは、低毒性の有機溶剤等の助剤（溶剤又は分散剤をいう。以下同じ ）を使用してもよ。

い。ただし、原則として界面活性作用のある分散剤は使用しないこととし、試験濃度は被

験物質の試験条件下での培地等への溶解度（以下「溶解限度」という ）以下に設定する。

こととする。

助剤を使用した場合は、試験濃度区で使用した助剤と同じ濃度の助剤対照区を追加して

設けなければならない。また、助剤の濃度は を超えてはならない。なお、助剤100mg/L
の濃度は、原則として全試験濃度区で一定とする。試験結果の評価においては、試験の結

果は被験物質そのものと助剤との複合作用による可能性があることに留意しなければなら

ない。

３ 難水溶性物質の扱い

被験物質が水に溶けにくい場合であっても、原則として分散剤は使用せず、試験濃度は

被験物質の溶解限度以下に設定することとする。ただし、被験物質を培地等に溶解するこ

とができない場合には、分散系で試験を行うこととする。当該被験物質が分散剤や乳化剤

とともに使用されるものである場合には、分散剤を使用して試験を行ってもよい。

50試験の結果、被験物質の培地等への溶解又は分散可能な上限濃度以下の濃度では LC
等の毒性値は求められないと結論づけるためには、被験物質を培地等に可能な限り溶解又

は分散させる手段を講じた上で、被験物質の培地等への溶解又は分散可能な上限の濃度の

値を測定しておくことが必要である。


